
相談は無料です。権利擁護センターまでお気軽にご相談ください。

☎0854－45－9889雲南市社会福祉協議会 権利擁護センターお問合せ先

　年齢を重ねたり、障がいがあることにより日常生活上の判断に不安のある方が、地域で安心した
生活を送ることができるよう、以下のようなお手伝いをします。
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E-mail:unnan-shakyo@unnanshakyo.jp
 雲南市社会福祉協議会

☎0854－45－9888 FAX0854－45－2211

雲南市三刀屋健康福祉センター内
雲南市三刀屋町三刀屋1212－3〒690-2404
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2025
月号５地域の福祉

♣�日常生活に必要なお金のやりくりについてのご相談にのります。
♣�医療費や公共料金、日用品等の代金を支払う手続きのお手伝いをします。

追加サービス➊ … 日常的金銭管理サービス

♣�通帳、銀行印、実印、年金証書、保険証書等をお預かりし、
安全に保管します。

追加サービス➋ … 書類等の預かりサービス

♣福祉サービスの利用、または利用をやめる際に必要な手続きのお手伝いをします。
♣福祉サービスの利用料の支払い手続きのお手伝いをします。
♣日常生活に必要な事務手続き等のお手伝いをします。

基本サービス … 福祉サービスの利用援助

サービスの内容

♣�認知症、知的障がいや精神障がい等により判断能力が十分でなく、日常生活を送るのに必要なサー
ビスを利用することに支障がある方。
　※認知症の診断を受けている方、療育手帳や精神保健福祉手帳を持つ方に限るものではありません。
♣本事業の契約内容について理解し、利用する意思がある方。

※以下、いずれにも該当する方対象となる方

サービス内容 料　　金
⑴�福祉サービスの利用援助

１時間につき1,400円
※�雲南市社協には左記料金の一部を助成する
制度があります。
※�生活保護を受給されている方は⑴⑵の料金
はかかりません。

⑵�日常的金銭管理サービス

⑶書類等の預かりサービス １か月　200円

利用料金

地域の生活支援員等が
定期的に自宅等を訪問します
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事前の予約・相談が必要です事前の予約・相談が必要ですお気軽にご相談くださいお気軽にご相談ください

雲南市社会福祉協議会（☎0854－45－3933）まで
予約･お問合せ先

弁護士相談　13:30～15:30（１人につき30分）
司法書士相談　13:30～16:30（１人につき45分）

時　間

（雲南市三刀屋健康福祉センター内）雲南市社会福祉協議会本所
※予定は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※相談料は無料です。

場　所

「くらしの相談」相談日のお知らせ

弁護士

(木)

(木)

(金)

(金)

相
談 司法書士相談

義援金の受付方法 1.�銀 行 振 込 み ■銀 行 名：山陰合同銀行　県庁支店　　■口座番号：（普）2053483
■口座名義：日本赤十字社島根県支部   支部長　丸山　達也

2.�現 金 ■受付場所：日赤雲南市地区事務局（雲南市社会福祉協議会本所・各支所内）
※日赤雲南市地区事務局で領収証の発行を行います。

義 援 金 の 受 付

雲南市社会福祉協議会（日赤島根県支部雲南市地区事務局）☎0854－45－9888お問い合わせ先

※�送金には、山陰合同銀行本店・県内各支店、日赤雲南市地区事務局（雲南市社会福祉協議会本所・各支所内）に備え付け
の義援金専用の振込用紙をご使用下さい。（受付期間内は振込手数料無料）

※�振込用紙の義援金名欄には必ず「義援金名」をご記入下さい。なお、受領証の発行を希望される場合は、その旨を『備考』
欄にご記入下さい。
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義援金名 受付期間
令和６年能登半島地震災害義援金 令和８年１月５日（月）まで
令和６年９月能登半島大雨災害義援金 令和８年１月５日（月）まで
令和７年大船渡市赤崎町林野火災義援金 令和７年６月30日（月）まで
2025年ミャンマー地震災害金 令和７年６月30日（月）まで


